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　　　　民　　　　　　生

１　人口登録数
　　　（単位：人，世帯）

　　　　　 　 　　　　　　　 年 度

区 分 本　庁 市民センター 本　庁 市民センター

男 24,149 82,222 23,862 80,792

女 25,224 88,674 24,947 87,171

計 49,373 170,896 48,809 167,963

男 288 1,611 302 1,677

女 305 1,212 297 1,294

計 593 2,823 599 2,971

26,690 80,786 26,553 80,137

350 1,937 360 2,036

130 311 125 331 456

27,170 83,034 27,038 82,504

２　各種証明取扱件数
　　　　　（単位：件）

有　料 無　料 計 有　料 無　料 計 有料 無料 計
戸籍関係 51,346 39,879 91,225 31,312 849 32,161 82,658 40,728 123,386
住民票関係 46,553 26,093 72,646 63,429 3,748 67,177 109,982 29,841 139,823
印鑑証明 17,455 256 17,711 40,197 1,298 41,495 57,652 1,554 59,206
身分証明 1,425 0 1,425 861 0 861 2,286 0 2,286
その他 1,293 229 1,522 1,450 11 1,461 2,743 240 2,983

計 118,072 66,457 184,529 137,249 5,906 143,155 255,321 72,363 327,684
戸籍関係 52,915 36,241 89,156 31,729 1,122 32,851 84,644 37,363 122,007
住民票関係 48,151 21,429 69,580 59,862 1,298 61,160 108,013 22,727 130,740
印鑑証明 17,196 61 17,257 38,954 418 39,372 56,150 479 56,629
身分証明 1,536 2 1,538 880 0 880 2,416 2 2,418
その他 1,313 221 1,534 1,381 7 1,388 2,694 228 2,922

計 121,111 57,954 179,065 132,806 2,845 135,651 253,917 60,799 314,716

　※その他は火葬許可証交付証明，臨時運行許可，各種行政証明。
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◎　戸籍・住民
　住民基本台帳事務については，昭和56年にバッチシステムによる電算処理を導入，次いで昭和62年にオ

ンラインシステムによる即時処理を開始した。平成14年２月には機器の更新を行い新システムへ移行し

た。また同年８月からは，住民基本台帳ネットワークシステムが稼働し，平成15年８月には住民基本台帳

カードの発行等の第２次サービスが開始された。平成24年７月には外国人住民が新たに住民基本台帳制度

の対象となった。

　戸籍事務については，平成14年９月に戸籍情報を電算処理する戸籍総合情報システムが稼働した。

　また，平成18年３月には，旧６町の除籍及び改製原戸籍（電算による平成改製原戸籍を除く）を導入し

これにより，戸籍等の検索時間が短縮されるとともに，本籍が呉市のどこであっても，市民窓口課及び全

ての市民センタｰ窓口で証明書の交付が可能になる等，利便性の向上が図られた。

　なお，下蒲刈町，川尻町，音戸町，倉橋町，蒲刈町，安浦町，豊浜町及び豊町との合併に際しては，両

事務とも呉市の電算システムに統合を行った。
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３　各種事務受理件数
　(単位：件）

　　　　　　年度

　区分

出            生 2,837 2,722 2,651 2,467 2,424 2,183 2,107

死　　  　　　亡 4,375 4,454 4,648 4,454 4,479 4,524 4,525

婚　　  　　　姻 3,184 2,963 2,940 2,922 2,793 2,614 2,902

離　　  　　　婚 761 699 764 659 649 603 575

転　　　  　　籍 1,064 1,014 1,093 1,035 1,024 944 1,025

認　　  　　　知 48 53 56 50 33 39 40

養　子　縁　組 262 300 267 226 221 183 227

養　子　離　縁 93 85 69 72 74 63 34

入　　　   　 籍 591 574 604 488 498 462 463

分　　  　　　籍 49 46 65 48 35 53 51

そ　 　の　　他 873 889 916 776 728 731 716

計 14,137 13,799 14,073 13,197 12,958 12,399 12,665
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平 11. ９. １
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名	 	 	 	 称	 所	 	 在	 	 地	 敷地面積	 建物面積	 主要室名	

山の手コミュニティセンター	山手２丁目３－６	 258 ㎡	 427 ㎡	

講座室・会議室	

第 1 学習室	

第 2 学習室等	

広コミュニティセンター	広白岳３丁目６－６－101	
921 ㎡	

（市営住宅と供用）	
242 ㎡	

	

集会室	

早 瀬コミュニティセンター	音戸町早瀬２丁目 54－１	 290 ㎡	 210 ㎡	

和室	

調理室	

集会室	

向コミュニティセンター	蒲刈町向北刈浜 3206－１	 1,513 ㎡	 321 ㎡	

和室１・和室２	

和室３・和室４	

集会室	

豊コミュニティセンター	豊町久比大浦 2822－８	 361 ㎡	 206 ㎡	

作業室	

老人室	

和室１・和室２	

（※皆実コミュニティセンターは平成 29 年４月１日で廃止）	
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４	 犯罪被害者等の支援 

	 	 呉市では，平成 16 年に「呉市犯罪防止による安全なまちづくり推進条例」を制定して，誰も

が安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進してきた。また，犯罪被害者等に対し

ては，相談窓口の設置等により関係機関と連携して支援に取り組んできた。 

しかしながら，犯罪被害者等は生命や身体への直接的被害だけでなく，心身や経済的な問題

等，様々な二次的被害に苦しめられている。こうした犯罪被害者等の置かれた厳しい状況を踏

まえ，一日も早く平穏な日常生活を取り戻すため，地域社会全体で支援し，関係機関と連携し

た実効性ある施策を総合的に推進していくため，平成 28 年４月１日に「呉市犯罪被害者等支援

条例」を施行した。	

 

○支援施策 

(1) 相談及び情報の提供等 

犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ，必要な情報の提供や助言を	

行うとともに，関係機関等との連絡調整を行う。このため相談等総合窓口を開設。	

(2)	民間団体への支援 

民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものに対して，その活動の促進を図	

るため，情報提供，助言その他の必要な支援を行う。		

(3)	広報及び啓発活動の推進	

	 	 	 犯罪被害者等が置かれている状況，犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮及び犯罪	

被害者等への支援の重要性について，市民及び事業者が理解を深めるよう必要な広報・啓発

活動を行う。	

(4)	住居の提供	

	 	 	 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の生活の安定を図

るため，一時的な利用に係る市営住宅の提供及び入居支援を行う。	

(5)	犯罪被害者見舞金の支給	

	 	 	 社会の連帯共助の精神から，犯罪被害者見舞金の支給を行う。	

名	 称	 金	 額	 要	 件	 対	 象	
令和元年度までの	

累積実績	

平成 29 年度	

実績	

	

	

傷害見舞金	 10 万円	 全治１か月以上の傷害	 被害者本人	

遺族見舞金	 30 万円	 死亡	 被害者遺族	

６件	
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